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京
都
市
に
お
け
る
自
転
車
の
課
題

環
境
に
や
さ
し
く
、
経
済
的
で
、
健
康
に
も
良
い

身
近
な
乗
り
物
と
し
て
、
自
転
車
が
注
目
さ
れ
て
久

し
い
。「
自
転
車
ツ
ー
キ
ニ
ス
ト
」
と
い
っ
た
造
語

も
登
場
す
る
な
ど
、
通
勤
、
通
学
、
買
い
物
等
の
移

動
か
ら
趣
味
と
し
て
の
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ま
で
、
生
活

の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
自
転
車
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
昨
年
３
月
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
に

お
い
て
は
、
災
害
時
に
有
利
な
移
動
手
段
と
し
て
も

自
転
車
が
改
め
て
評
価
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し

い
。一

方
、
自
転
車
の
普
及
と
と
も
に
、
京
都
市
内
に

お
け
る
全
交
通
事
故
に
占
め
る
自
転
車
事
故
の
発
生

件
数
や
負
傷
者
数
の
割
合
は
、
ゆ
る
や
か
な
が
ら
も

増
加
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
、
自
転
車
事
故
に
よ
る
死

者
数
は
、
全
事
故
に
お
け
る
死
者
数
が
大
幅
に
減
少

す
る
中
に
あ
っ
て
、
10
年
間
で
約
３
倍
（
５
人
増
）

に
な
る
な
ど
、
状
況
は
厳
し
く
推
移
し
て
い
る
。

そ
の
他
に
も
、
市
民
や
観
光
旅
行
者
か
ら
、
自
転

車
利
用
者
の
違
法
行
為
や
マ
ナ
ー
の
悪
さ
を
指
摘
す

る
声
や
、
自
転
車
の
利
用
環
境
の
向
上
な
ど
を
求
め

る
意
見
な
ど
が
、多
く
の
場
面
で
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

自
転
車
と
歩
行
者
の
軽
微
な
接
触
な
ど
の
場
合
で

は
、
事
故
と
し
て
警
察
に
届
出
が
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス

も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

市
民
の
声
や
意
見
を
振
り
返
っ
た
と
き
、
自
転
車
を

取
り
巻
く
交
通
環
境
は
、
デ
ー
タ
が
示
す
数
値
以
上

に
悪
化
し
て
い
る
こ
と
と
容
易
に
推
量
さ
れ
る
。

ま
た
、
京
都
市
（
特
に
「
碁
盤
の
目
」
と
し
て
知

ら
れ
る
中
心
市
街
地
）
に
は
、
歩
道
が
な
い
細
街
路

や
一
方
通
行
の
道
路
、
あ
る
い
は
商
店
街
な
ど
と

京
都
市
自
転
車
安
心
安
全
条
例
に
つ
い
て

～
自
転
車
マ
ナ
ー
の
普
及
と
自
転
車
事
故
の
防
止

　
に
向
け
て
～

　
京
都
市
く
ら
し
安
全
推
進
課

先進・ユニーク条例【解説】

自転車は通勤、通学、買物等の移動手段とし
て生活のあらゆる場面で利用されている。し
かし、近年、自転車による交通事故の多発に
伴い、自転車の違法行為やマナーの悪さを指
摘する声も増えてきている。そこで京都市で
は自転車マナーの普及と事故防止に向けて自
転車安心安全条例を制定した。

京都市

【京都市の自転車事故（平成13年と23年の比較）】
自転車事故 全事故

年次

発生
件数
（件）

負傷
者数
（人）

死者
数

（人）

発生
件数
（件）

負傷
者数
（人）

死者
数

（人）

H13
2,674 2,726 3

12,504 15,246 69
21.4% 17.9% 4.3%

H23
2,160 2,134 8

  8,763 10,418 47
24.6% 20.5% 17.0%
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い
っ
た
、
歩
行
者
と
自
転
車
が
混
然
と
な
っ
て
通
行

せ
ざ
る
を
得
な
い
道
路
空
間
が
多
い
と
い
う
、
歴
史

都
市
な
ら
で
は
の
課
題
も
あ
る
。

条
例
制
定
の
経
緯

「
道
路
交
通
法
」
は
、
道
路
交
通
に
関
す
る
具
体

的
な
ル
ー
ル
等
を
定
め
た
、
言
わ
ば
交
通
安
全
を
実

現
す
る
た
め
の
大
前
提
と
な
る
法
律
で
あ
る
。ま
た
、

「
自
転
車
の
安
全
利
用
の
促
進
及
び
自
転
車
等
の
駐

車
対
策
の
総
合
的
推
進
に
関
す
る
法
律
」
に
お
い
て

は
、
特
に
駐
輪
問
題
対
策
を
主
眼
と
し
な
が
ら
、
自

転
車
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
、
国
、
地
方
公
共

団
体
、
自
転
車
利
用
者
、
事
業
者
等
が
取
り
組
む
べ

き
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
京
都
府
自

転
車
の
安
全
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例
」
に
お

い
て
は
、
京
都
府
域
に
お
け
る
自
転
車
の
安
全
な
利

用
の
促
進
に
つ
い
て
、
京
都
府
や
自
転
車
利
用
者
等

の
責
務
と
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
施
策

の
基
本
的
な
事
項
を
定
め
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
先
行
す
る
他
法
令
を
踏
ま
え
た
う
え

で
、
更
に
京
都
市
と
し
て
の
責
務
と
役
割
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
前
述
し
た
よ
う
な
京
都
市
の
地

域
特
性
を
反
映
さ
せ
た
形
で
自
転
車
の
安
全
利
用
に

関
す
る
市
民
の
意
識
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
、
自
転

車
が
関
係
す
る
事
故
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
な
ど

を
目
的
と
し
て
、
平
成
22
年
９
月
に
議
員
提
案
に
よ

り
「
京
都
市
自
転
車
安
心
安
全
条
例
」
案
が
京
都
市

会
に
提
出
さ
れ
た
。
同
案
は
一
部
修
正
の
う
え
で
可

決
さ
れ
、
同
年
11
月
に
制
定
、
12
月
に
施
行
を
迎
え

る
こ
と
と
な
っ
た
。（
一
部
は
翌
４
月
に
施
行
）

条
例
内
容
（
一
部
省
略
）

１　

目
的

・ 

自
転
車
の
安
全
な
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
自
転

車
を
利
用
す
る
者
（
以
下
「
自
転
車
利
用
者
」
と

い
う
。）
の
意
識
の
向
上
を
図
る
こ
と
。

・ 

本
市
、
自
転
車
利
用
者
、
関
係
事
業
者
そ
の
他
の

主
体
の
責
務
と
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

り
、
自
転
車
に
関
す
る
事
故
を
防
止
し
、
自
転
車

の
秩
序
あ
る
利
用
の
推
進
に
よ
る
交
通
安
全
の
確

保
に
寄
与
す
る
こ
と
。

・「
歩
く
ま
ち
・
京
都
」
憲
章
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、

自
転
車
の
安
全
な
利
用
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、

市
民
及
び
観
光
旅
行
者
そ
の
他
の
滞
在
者
が
歩
く

魅
力
を
満
喫
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
観

光
旅
行
者
そ
の
他
の
滞
在
者
に
対
す
る
も
て
な
し

を
向
上
さ
せ
る
こ
と
。

２　

定
義

・ 

自
転
車　

道
路
交
通
法
第
２
条
第
１
項
第
11
号
の

２
に
規
定
す
る
自
転
車

・ 

自
転
車
損
害
保
険
等　

自
転
車
に
関
す
る
交
通
事

故
に
よ
り
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
の
保
険

又
は
共
済

・ 

府
条
例　

京
都
府
自
転
車
の
安
全
な
利
用
の
促
進

に
関
す
る
条
例

・ 

関
係
事
業
者　

自
転
車（
中
古
の
自
転
車
を
含
む
。）

の
小
売
を
業
と
す
る
者（
以
下「
自
転
車
小
売
業
者
」

と
い
う
。）
及
び
自
転
車
の
貸
出
し
を
業
と
す
る
者

（
以
下
「
自
転
車
貸
出
業
者
」
と
い
う
。）

・ 

交
通
安
全
活
動
団
体　

交
通
の
安
全
を
図
る
活
動

を
行
う
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
組
織
さ
れ
た
団

体
・ 

商
店
会　

京
都
市
商
店
街
の
振
興
に
関
す
る
条
例

第
２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
商
店
会

・ 

自
転
車
交
通
安
全
教
育　

自
転
車
の
安
全
な
利
用

の
方
法
に
関
す
る
交
通
安
全
教
育

３　

市
の
責
務

・ 

自
転
車
の
安
全
な
利
用
に
関
す
る
市
民
、
事
業
者

等
の
意
識
の
啓
発
及
び
自
主
的
な
活
動
の
支
援

・ 

自
転
車
利
用
者
に
よ
る
自
転
車
の
点
検
整
備
の
促

進
・ 

自
転
車
損
害
保
険
等
へ
の
加
入
の
勧
奨
及
び
継
続

的
な
加
入
の
促
進

・ 

前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
目

的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策

４　

自
転
車
利
用
者
の
責
務

（
１
）
道
路
交
通
法
、
府
条
例
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
を

遵
守
す
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
励
行
す

る
こ
と
等
に
よ
り
自
転
車
の
安
全
な
利
用
に
努
め
る

こ
と
。

・ 

交
差
点
内
を
通
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
細
街

路
若
し
く
は
一
方
通
行
（
道
路
に
お
け
る
車
両
の
通

行
に
つ
き
一
定
の
方
向
に
す
る
通
行
が
禁
止
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
い
う
。）
と
さ
れ
て
い
る
道
路
を
通
行
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
て
一
時
停
止
又

は
徐
行
を
す
る
な
ど
歩
行
者
及
び
車
両
に
注
意
し
て
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運
転
す
る
。

・ 
商
店
街
の
区
域
内
を
通
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

必
要
に
応
じ
て
自
転
車
を
押
し
て
歩
く
。

・ 

前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
他
人
の
平
穏
を
害

す
る
よ
う
な
運
転
を
し
な
い
。

（
２
）
そ
の
利
用
す
る
自
転
車
を
定
期
的
に
点
検
し
、
必

要
に
応
じ
て
整
備
を
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

（
３
）
自
転
車
損
害
保
険
等
に
加
入
す
る
よ
う
努
め
る
こ

と
。

５　

関
係
事
業
者
の
責
務

（
１
）
そ
の
事
業
活
動
を
通
じ
て
自
転
車
の
安
全
な
利
用

の
方
法
に
つ
い
て
市
民
の
理
解
を
深
め
る
な
ど
自
転

車
の
安
全
な
利
用
の
促
進
に
努
め
る
こ
と
。

（
２
）
市
民
、
事
業
者
及
び
交
通
安
全
活
動
団
体
並
び
に

本
市
が
行
う
自
転
車
の
安
全
な
利
用
の
促
進
に
関
す

る
取
組
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

（
３
）
自
転
車
小
売
業
者
は
、
自
転
車
の
販
売
に
当
た
っ

て
は
、
自
転
車
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
、

自
転
車
損
害
保
険
等
に
関
す
る
情
報
を
説
明
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
事
業
活
動
を
通
じ
て
自
転
車
損
害
保

険
等
へ
の
加
入
の
勧
奨
に
努
め
る
こ
と
。

（
４
）
自
転
車
貸
出
業
者
は
、
そ
の
貸
し
出
す
自
転
車
に

つ
い
て
自
転
車
損
害
保
険
等
に
加
入
す
る
よ
う
努
め

る
こ
と
。

６　

市
民
の
責
務

（
１
）
自
転
車
の
安
全
な
利
用
の
方
法
に
つ
い
て
理
解
を

深
め
る
こ
と
。

（
２
）
家
庭
、
地
域
、
職
場
そ
の
他
の
社
会
生
活
の
あ
ら

ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
自
転
車
の
安
全
な
利
用
の
促

進
に
寄
与
す
る
取
組
を
行
う
こ
と
。

（
３
）
市
立
の
小
学
校
、中
学
校
及
び
高
等
学
校
の
長
は
、

児
童
又
は
生
徒
に
対
し
て
、
そ
の
教
育
課
程
に
お
い

て
自
転
車
交
通
安
全
教
育
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
４
）
大
学
そ
の
他
の
教
育
研
究
機
関
の
長
は
、
自
転
車

の
安
全
な
利
用
の
方
法
に
つ
い
て
学
生
の
理
解
が
深

ま
る
よ
う
啓
発
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
５
）
事
業
者
は
、
自
転
車
の
安
全
な
利
用
の
方
法
に
つ

い
て
従
業
員
の
理
解
が
深
ま
る
よ
う
啓
発
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
６
）
本
市
は
、
就
学
前
の
児
童
を
養
育
す
る
保
護
者
に

対
し
て
自
転
車
交
通
安
全
教
育
を
実
施
す
る
よ
う
努

め
る
と
と
も
に
、
当
該
保
護
者
を
対
象
に
自
転
車
交

通
安
全
教
育
を
実
施
す
る
者
に
対
し
て
、
情
報
の
提

供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す

る
。

（
７
）
本
市
は
、
京
都
府
が
行
う
自
転
車
交
通
安
全
教
育

の
促
進
を
図
る
た
め
の
事
業
の
円
滑
な
推
進
に
協
力

す
る
と
と
も
に
、
本
市
の
区
域
内
に
お
け
る
自
転
車

安
全
利
用
推
進
員
の
活
動
が
円
滑
か
つ
効
果
的
に
行

わ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

９　

自
転
車
に
係
る
利
用
環
境
の
向
上

本
市
は
、
国
、
京
都
府
、
市
民
、
事
業
者
、
交
通
安

全
活
動
団
体
等
と
連
携
し
、
自
転
車
に
係
る
利
用
環
境

の
向
上
を
図
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と

す
る
。

10　

財
政
上
の
措
置

本
市
は
、
自
転
車
の
安
全
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る

施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講

じ
る
も
の
と
す
る
。

（
３
）
本
市
が
実
施
す
る
自
転
車
の
安
全
な
利
用
の
促
進

に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
こ
と
。

７　

商
店
街
に
お
け
る
自
転
車
に
関
す
る
事
故
防
止
の

取
組
等

（
１
）
商
店
会
は
、
本
市
、
警
察
等
の
関
係
機
関
と
連
携

し
、
商
店
街
に
お
け
る
自
転
車
に
関
す
る
事
故
の
防

止
の
た
め
に
必
要
な
取
組
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
２
）
市
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項

に
規
定
す
る
取
組
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
商
店
会
に

対
し
、
必
要
な
情
報
及
び
資
料
の
提
供
そ
の
他
の
支

援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
３
）
市
長
は
、
商
店
会
が
第
１
項
に
規
定
す
る
取
組
を

実
施
す
る
場
合
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
支
援
を
受
け

て
実
施
す
る
場
合
を
含
む
。）
は
、
当
該
商
店
会
か
ら

の
申
請
に
基
づ
い
て
、
当
該
取
組
の
内
容
を
公
表
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
４
）
商
店
街
を
通
行
す
る
自
転
車
利
用
者
は
、
道
路
交

通
法
、
府
条
例
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
を
遵
守
す
る

と
と
も
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
商
店

会
の
取
組
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

８　

自
転
車
交
通
安
全
教
育
等

（
１
）
本
市
は
、
京
都
府
、
学
校
、
市
民
、
交
通
安
全
活

動
団
体
等
と
連
携
し
、
効
果
的
な
自
転
車
交
通
安
全

教
育
の
実
施
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
の
長
は
、
児
童

又
は
生
徒
に
対
し
て
、
そ
の
教
育
課
程
に
お
い
て
自

転
車
交
通
安
全
教
育
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

先進・ユニーク条例
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11　

委
任

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が

定
め
る
。

条
例
の
設
計
及
び
特
色

京
都
市
自
転
車
安
心
安
全
条
例
で
は
、
ま
ず
、
京

都
市
、
自
転
車
利
用
者
、
関
係
事
業
者
及
び
市
民
そ

れ
ぞ
れ
の
責
務
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
う
え

で
、
商
店
街
に
お
け
る
事
故
防
止
の
取
組
や
、
教
育

課
程
や
事
業
所
等
に
お
け
る
交
通
安
全
教
育
の
重
要

性
を
取
り
上
げ
、
啓
発
な
ど
の
事
業
を
推
進
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
道
路
環
境
の
整
備
な
ど

を
含
め
た
自
転
車
の
利
用
環
境
向
上
を
明
記
し
、
ソ

フ
ト
・
ハ
ー
ド
双
方
か
ら
の
取
組
を
規
定
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
自
転
車
事
故
の
防
止
に
当
た
っ
て
は
、

自
転
車
利
用
者
や
市
民
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
事
者
の

意
識
を
高
め
る
と
と
も
に
、
国
、
京
都
府
、
京
都
府

警
察
、
京
都
市
、
関
係
事
業
者
等
の
各
主
体
の
施
策

を
緊
密
に
連
携
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
ぐ
る
み

の
取
組
と
し
て
対
策
を
推
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
多
角
的
に
設
計
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

な
お
、
条
例
の
主
な
特
色
と
し
て
、
次
の
と
お
り

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
前
述
し
た
京
都
市
の
特
性
を
、
自
転
車
利

用
者
の
責
務
と
し
て
、
ま
た
、
商
店
街
に
お
け
る
事

故
防
止
の
取
組
と
し
て
反
映
さ
せ
て
い
る
（
第
４
条

及
び
第
７
条
）。

ま
た
、
観
光
都
市
と
し
て
の
特
性
を
踏
ま
え
、
自

転
車
小
売
業
者
に
加
え
て
、
自
転
車
貸
出
業
者
も
関

係
事
業
者
と
し
て
規
定
し
、
そ
の
責
務
を
定
め
て
い

る
（
第
２
条
及
び
第
５
条
）。

さ
ら
に
、
自
転
車
に
よ
る
対
歩
行
者
事
故
が
増
加

し
、
そ
の
賠
償
額
も
高
額
化
し
て
い
る
近
年
の
傾
向

か
ら
、
自
転
車
損
害
保
険
等
へ
の
加
入
を
積
極
的
に

促
進
す
る
た
め
、
京
都
市
、
自
転
車
利
用
者
、
関
係

事
業
者
そ
れ
ぞ
れ
の
責
務
を
定
め
て
い
る（
第
３
条
、

第
４
条
及
び
第
５
条
）。

条
例
に
基
づ
く
取
組

京
都
市
で
は
、
条
例
制
定
を
受
け
て
、
平
成
23
年

度
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
交
通
事
故
防
止
に
向
け
た
啓

発
活
動
等
に
加
え
て
、次
の
取
組
を
実
施
し
て
い
る
。

１　

ス
ケ
ア
ー
ド
・
ス
ト
レ
イ
ト
方
式
に
よ
る
交
通

安
全
教
室
の
実
施

　

ス
タ
ン
ト
マ
ン
が
事
故
を
再
現
し
、
交
通
事
故

の
衝
撃
や
恐
怖
を
実
感
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
危
険

を
認
識
さ
せ
る
交
通
安
全
教
室
を
、
京
都
市
と
し

て
は
じ
め
て
、市
立
中
学
校
に
お
い
て
導
入
し
た
。

２　

大
学
生
等
の
若
者
世
代
を
対
象
と
し
た
周
知
・

啓
発

　

大
学
生
等
、
自
転
車
を
活
用
し
な
が
ら
、
交
通

安
全
教
育
等
を
受
け
る
機
会
が
少
な
い
世
代
を

タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
、
大
学
生
向
け
の
フ
リ
ー

ペ
ー
パ
ー
へ
の
啓
発
記
事
の
掲
載
や
、
成
人
式
に

お
け
る
啓
発
チ
ラ
シ
の
配
布
等
を
行
っ
て
い
る
。

交通安全教室の様子

成人式用啓発チラシ
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３　

自
転
車
安
全
利
用
促
進
啓
発
員
の
設
置

　

平
成
23
年
９
月
１
日
か
ら
、
京
都
府
警
察
に
よ

る
自
転
車
の
安
全
利
用
に
関
す
る
研
修
を
受
講
し

た
市
職
員
を
「
自
転
車
安
全
利
用
促
進
啓
発
員
」

と
し
て
指
名
し
、
自
転
車
走
行
マ
ナ
ー
に
関
す
る

街
頭
啓
発
活
動
等
を
展
開
し
て
い
る
。

４　

自
転
車
の
交
通
安
全
に
特
化
し
た
街
頭
啓
発
活

動
等

　

京
都
府
や
京
都
府
警
察
、
ま
た
、
各
区
交
通
安

全
推
進
協
議
会
等
の
地
域
団
体
と
連
携
し
、
放
置

自
転
車
や
自
転
車
の
安
全
利
用
に
関
す
る
街
頭
啓

発
や
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
等
を
実
施
し
て
い
る
。

５　

京
都
市
自
転
車
マ
ナ
ー
向
上
等
適
正
化
協
議
会

（
既
存
）

　

京
都
府
警
察
及
び
自
転
車
に
関
連
す
る
京
都
市

の
各
部
局
が
、
自
転
車
問
題
の
解
決
に
向
け
て
総

合
的
に
取
り
組
む
た
め
、
平
成
22
年
１
月
に
協
議

会
を
組
織
し
た
。
下
部
組
織
と
し
て
「
自
転
車
利

用
環
境
検
討
部
会
」
及
び
「
マ
ナ
ー
向
上
検
討
部

会
」
を
置
き
、
テ
ー
マ
ご
と
に
議
論
し
、
啓
発
事

業
や
社
会
実
験
等
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

今
後
の
課
題
と
展
望

自
転
車
事
故
に
限
ら
ず
、
交
通
事
故
の
防
止
に
当

た
っ
て
は
、
交
通
ル
ー
ル
の
見
直
し
を
含
め
た
制
度

設
計
や
、
交
通
マ
ナ
ー
の
向
上
に
向
け
た
当
事
者
の

意
識
付
け
、
事
故
が
起
こ
り
に
く
い
道
路
空
間
の
整

ま
で
の
取
組
に
よ
り
交
通
事
故
が
全
体
的
に
減
少
傾

向
を
見
せ
て
い
る
現
状
に
お
い
て
、
条
例
に
基
づ
き

自
転
車
事
故
防
止
の
取
組
を
更
に
推
進
す
る
こ
と
に

よ
り
、
自
転
車
事
故
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
堅
調
に

減
少
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

増
加
傾
向
に
あ
る
自
転
車
同
士
の
事
故
や
自
転
車

対
歩
行
者
事
故
の
抑
制
の
た
め
に
、「
自
転
車
は
原

則
と
し
て
車
道
通
行
」
な
ど
の
基
本
的
な
交
通
ル
ー

ル
・
マ
ナ
ー
を
徹
底
す
る
よ
う
啓
発
を
続
け
る
と
と

も
に
、道
路
に
お
け
る
歩
行
者
と
自
転
車
の
分
離
等
、

適
切
な
自
転
車
利
用
環
境
の
あ
り
方
を
研
究
・
実
践

し
て
い
く
こ
と
が
当
面
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。

備
な
ど
、
そ
の
安
全
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
多
岐
に
渡

り
、
ま
た
、
違
反
者
に
対
す
る
取
締
り
の
実
施
等
も

含
め
て
、
関
係
機
関
に
お
い
て
様
々
な
施
策
を
講
じ

る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
一
方
で
、そ
の
い
ず
れ
も
、

交
通
事
故
を
根
絶
す
る
特
効
薬
と
な
る
こ
と
は
考
え

に
く
い
。

折
し
も
、
条
例
制
定
か
ら
１
年
近
く
が
経
過
し
た

平
成
23
年
10
月
に
は
、
警
察
庁
か
ら
各
管
区
警
察
局

長
及
び
各
都
道
府
県
警
察
の
長
に
対
し
、「
良
好
な

自
転
車
交
通
秩
序
の
実
現
の
た
め
の
総
合
対
策
の
推

進
に
つ
い
て
（
通
達
）」（
警
察
庁
丙
交
企
発
第
85
号

等
）
が
発
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
通
達
の
主

旨
及
び
内
容
に
お
い
て
は
、
自
転
車
安
心
安
全
条
例

と
共
通
す
る
部
分
も
大
き
い
。

行
政
や
警
察
を
は
じ
め
と
す
る
、
交
通
事
故
防
止

に
取
り
組
む
各
主
体
の
施
策
を
緊
密
に
連
携
さ
せ
、

あ
る
い
は
適
切
に
役
割
分
担
を
行
い
、
同
時
に
、
こ

れ
ら
の
施
策
の
実
施
段
階
に
お
い
て
は
、
市
民
を
巻

き
込
み
な
が
ら
、
誰
も
が
安
心
・
安
全
に
道
路
を
利

用
で
き
る
環
境
づ
く
り
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

自
転
車
や
歩
行
者
が
安
全
に
通
行
で
き
る
環
境

は
、
そ
の
他
の
交
通
用
具
を
利
用
す
る
当
事
者
に
お

い
て
も
安
全
に
通
行
で
き
る
環
境
と
な
る
は
ず
で
あ

る
。
道
路
整
備
等
を
含
め
た
ハ
ー
ド
面
の
整
備
は
、

厳
し
い
財
政
状
況
下
に
お
い
て
、
一
朝
一
夕
に
改
善

を
図
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ

先進・ユニーク条例


